
保険・免責補償制度のご案内 保険・免責補償制度のご案内
　　保険の適用外となる場合 お客様(借受人および貸渡し時にお申し出された運転手)が事故などにより、

下記の様な運転や状態で事故等が発生した場合は 第三者または当社に損害を与えた場合には、お客様にその損害を賠償する

すべての保険・補償制度の適用を受けられません。 責任が発生します。

実費負担になりますのでご注意ください。 その損害賠償責任を補てんする為、下記金額を限度額とした保険などによる

(1)   飲酒運転/無免許運転 補償が含まれています。

(2)   嘔吐・汚物・異臭・日焼け止め・ペン汚れ等、車内の著しい砂汚れ ただし、免責金額はお客様負担となります。

　　タバコによる穴あき・焦げ　(車両営業補償料＋清掃費料100,000円)

(3)   全車禁煙の為、車内での喫煙、タバコの吸い殻・灰などを発見 免責額
　　した場合　(車両営業補償料＋清掃費料100,000円) 対物補償・車両補償の補償金額の内、お客様に負担して頂く金額が免除されます。

(4)   水着で濡れた状態での着席、砂のついた状態での着席・シートやマット

　　の異常な汚れ　(シートクリーニング費用100,000円) あんしん保険：3,000円（税抜）/日

(5)   お客様の運転が原因のタイヤのパンク、バーストがあった場合

(6)   事故発生時、警察、保険会社、当社への連絡を怠った場合

(7)   運転中にシートベルトを着用していなかった場合

(8)   勝手に相手側と示談した場合

(9)   海岸・河川敷・林間など車道以外を走行した場合

(10) 操作ミスによる故障

(11) 乗車定員をオーバーして走行した場合

(12) 契約書記載の運転者及び副運転者以外の方の事故

(13) 車内装備の損害

(14) 当社の貸渡約款の条項に違反して使用した場合

(15) その他、保険約款の免責事項に該当する事故

(16) その他、運転者の重大な過失(スピード違反・信号無視など)

(17) 鍵の紛失・破損

(18) ガソリン油種間違いによる故障

(19) 故障車両以外の乗り換えや引き上げ(ガソリン代＋出動費実費)

●事故発生時 ※搭乗者の自動車事故によるケガ(死亡・後遺障害を含む)につき、運転者の過失割合に

ご利用中に万一事故に遭われた際の手順 　関わらず損害額を補償します。(限度額3,000万円/治療費を含む損害額は、保険約款に

(1)負傷者の救護（119番） 　定める基準に従い算出します)

(2)警察への連絡（110番） ※同一貸渡しにおいて複数事故が発生した場合、初回事故のみの適用となります。

     事故証明の取得と必要な手続きを行って下さい。

(3)保険会社への連絡（0120-119-110）　 ノン・オペレーションチャージ(NOC)
     東京海上日動事故受付センター　24時間・３６５日対応 当社の責任によらない事故・盗難・故障・汚損等が発生し

(4)当社への連絡（0980-79-0770） 車両の修理・清掃などが必要となった場合、その期間中の営業補償の一部として

　営業時間(9:00～19:00)外の事故は翌朝に必ずご連絡ください。 下記金額をその損傷等の程度や修理等の所要期間に関わりなく申し受けます。

●故障やトラブルの際 レンタカーで自走し店舗へ返車された場合 ⇒ 50,000円

パンク、バッテリー上がり、脱輪など車両のトラブルは下記までご連絡ください。 レンタカーで自走できず、店舗へ返車されなかった場合 ⇒ 150,000円

(1)当社への連絡（0980-79-0770）

　営業時間(9:00～19:00)外の事故は翌朝に必ずご連絡ください。

(2)東京海上日動ロードアシスト（0120-560-057）24時間・３６５日対応

　※お客様ご自身で修理業者を手配しないで下さい。

対人補償

一名につき

無制限

自賠責保険補償額を含む

対物補償

一事故につき

無制限

車両補償

一事故につき

車両時価額

自己負担額５万円

人身傷害補償

一名につき

3,000万円まで

レンタカー搭乗中のみ


